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盛岡市保健福祉部 介護保険課 

〒020-8530 

盛岡市内丸12-2 

盛岡市役所別館５階 事業所指定係 
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FAX  019-651-1181 
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１ はじめに 

盛岡市は，高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画において，平成 27 年度から平成 29 年

度までの間に整備する介護施設等の整備数を定め，計画的に整備を進めることとしております。今

回の募集は，この計画に基づき，次に掲げる介護施設等の設置及び運営を行う事業者の候補者（以

下「事業候補者」という。）を募集するものです。 

 

２ 募集内容 

 募集する施設は，次のとおりです。 

なお，開設時期については，11（１）も併せて確認してください。 

募集Ｎ 

 ・募集施設等  介護老人保健施設 定員60人 

・募集数    １施設 

・整備区分   新設又は既存施設の増床 

・開設時期   平成28年度 

・応募書類   別紙Ｎ 応募書類一覧のとおり。 

 

募集Ｐ 

 ・募集施設    混合型特定施設 

・募集床数    36床分 

・開設時期    平成27年度又は28年度 

・応募書類    別紙Ｐ 応募書類一覧のとおり。 

・備   考    新設・既存施設の別は問いません。 

希望床数は，募集床数の範囲内で任意とします。 

応募状況により募集床数の36床に過不足が生じた場合は，応募の 

あった希望床数を調整します。 

 

募集Ｑ 

 ・募集施設    小規模多機能型居宅介護 

・募集数     ４施設 

・整備区分    新設 

・開設時期    平成27年度  

・応募書類    別紙Ｑ 応募書類一覧のとおり。 

 

募集Ｒ 

 ・募集施設    看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

・募集数     ２施設 

・整備区分    新設 

・開設時期    平成27年度  

・応募書類    別紙Ｒ 応募書類一覧のとおり。 
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募集Ｓ 

 ・募集施設    定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・募集数     １施設 

・整備区分    新設 

・開設時期    平成27年度  

・応募書類    別紙Ｓ 応募書類一覧のとおり。 

 

募集Ｔ 

・募集施設    認知症対応型通所介護 

・募集数     ２施設 

・整備区分    新設 

・開設時期    平成27年度  

・応募書類    別紙Ｔ 応募書類一覧のとおり。 

 

３ 応募の要件 

 (1) 別表 1 に掲げる法令等に定める者。ただし，社会福祉法人については設立予定法人を含む。 

(2) 介護保険法(平成９年法律第 123号)に定める指定の取消し等の処分を受けたことがない者 

 (3) 盛岡市に納めるべき法人市民税，固定資産税，軽自動車税に滞納がない者 

 (4) 平成 25年度以降に，盛岡市の競争入札参加資格者の指名停止措置を受けていない者 

 (5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律 225 号）による手続

をしている法人でないこと。 

(6) 役員（就任予定者含む）等が盛岡市暴力団排除条例（平成 27年盛岡市条例第９号）に定める

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者に該当しないこと。 

 (7) 別表２に掲げる条例に定める基準等を満たす計画であること。 

 

４ 応募の受付期間及び方法等 

(1) 応募の受付  

ア 期 間  平成 27 年９月１日(火)から平成 27年９ 月 18日(金)まで 

イ 時 間  午前 10 時から午後５時まで 

※土曜，日曜及び祝日を除く。  

※各募集において応募者又は事業候補者がなかった場合は，再度募集をする場合があります。 

(2) 応募方法等 

ア 応募にあたっては，「２ 募集内容」の募集施設ごとに行ってください。  

イ 応募書類の提出先は，盛岡市役所本庁舎別館５階 保健福祉部介護保険課事業所指定係とし 

ます。  

ウ 事前に電話等で提出日時を予約したうえで持参してください。郵送による応募はできません。 

エ 応募書類の提出にあたっては，応募者が持参してください。 

 

５ 募集要項等に関する質問 

募集要項等の解釈に関する質問及び回答は，次により行います。 

(1) 質問の方法 

 質問の内容を簡潔にまとめて，「質問送付票【第４次募集分】」に記入の上，Eメール又は FAX 
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により提出してください。 

なお，公募に関する応募状況，審査状況等については回答できません。 

(2) 質問の受付 

ア 期 間  平成 27 年８月 17 日（月）～平成 27年８月 26日（水） 

イ 時 間  随 時 

ウ 送信先  盛岡市役所保健福祉部介護保険課事業所指定係あて 

Eメール … kaigo@city.morioka.iwate.jp 

FAX番号 … 019-651-1181 

※電話及び口頭での質問の受付は行いません。 

※質問送付票を受付した際には，その旨通知します。土・日・祝日を除いて３日以内に通知

が届かない場合は，電話にて確認してください。 

※Eメールを利用する場合は，件名を「質問送付票 第４次募集分」としてください。 

 (3) 回答の方法 

質問のあった項目を取りまとめのうえ，平成 27年９月１日（火）以降にホームページ上で回

答します。 

 

６ 応募書類 

(1) 別紙Ｎ～Ｔ応募書類一覧のとおり提出してください。  

(2) 提出部数は，応募時に１部とし，内容を確認した後に写し５部の提出を求めます。 

(3) 応募書類はすべてＡ４サイズに統一し，番号入りのインデックスを付けた仕切紙をはさみ，

書類番号ごとにフラットファイルに綴じてください。なお，Ａ３図面等はＡ４サイズ折りにし，

Ａ５やＢ５サイズの用紙等は，Ａ４用紙に貼り付けて綴じてください。 

また，提出を求めた書類以外の参考資料の添付は，必要最小限としてください。 

(4) フラットファイルの表紙・背表紙に，法人名及び施設種別を記載してください。  

(5) 受付期間終了後の資料の追加提出，差替え等はできません。ただし，市が必要と認める場合

は追加書類を求める場合があります。 

 

７ 事業候補者の選定方法 

(1) 事業候補者の選定は，別に定める盛岡市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画に基

づく介護施設等の設置及び運営事業者候補者選定要領（第４次募集分）に基づき市が行います。 

(2) 面接審査が必要となる施設の応募者へは，受付期間終了後に面接日程の通知をします。 

(3) 審査結果によっては，募集数に満たない場合であっても，事業候補者を選定しない場合があ

ります。 

 

８ 結果の通知及び公表 

   選定結果は，平成 27 年 10 月上旬以降に通知するとともに，事業候補者をホームページ上で公

表します。 

 

９ 設置に対する補助制度 

現段階では，補助制度の詳細が確定していません。平成 26年度の補助制度は次のとおりです。 

※ 今回の選定をもって，補助金の交付対象とすることを保証するものではありません。資金

計画の策定に当たっては補助金の不交付も想定し，これに対応できるよう計画してください。 

mailto:kaigo@city.morioka.iwate.jp
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【参考：平成 26年度の補助制度】 

岩手県が定める「介護サービス施設整備等臨時特例事業費補助金」の対象施設 

(1) 小規模多機能型居宅介護      １施設 30,900千円 

(2) 複合型サービス          １施設 21,900千円 

(3) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設  5,470千円 

(4) 認知症対応型通所介護       １施設 10,900千円 

 

10 禁止事項 

(1) 審査の前に，次の行為を行った場合，審査を行うことなく失格とします。 

ア 審査員に対し，直接，間接を問わず連絡を求め，又は接触した場合 

イ その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

(2) 応募書類に関し，次に該当する場合，審査を行うことなく失格とします。また，事業候補者

選定後であっても同様とします。 

ア 内容に，重大な不備又は虚偽があったと認められる場合 

イ 資金の確保，計画予定地，設備の構造，人員配置等重要な事項に問題が生じ，施設開設が困

難となった場合 

ウ その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

 

11 応募に当たっての留意点  

(1) 各施設等の募集内容における開設時期について，市長がやむを得ない事情があると認めたと

きは，時期を変更する場合があります。 

  募集要項で示した開設時期と異なる時期に開設しようとするときは，任意様式で理由書を添

付してください。 

(2) 新たに施設建設を行う土地の選定に当たっては，市街化区域を優先して選定してください。

なお，市街化調整区域を事業予定地とする場合，市街化区域を選定しなかった理由を明らかに

し，開発許可等の見込みがあるなど，要件を満たしていることが条件となります。 

(3) 土地・建物に係る関係部署との協議は，必ず担当部署に確認し，その結果を様式３「土地・

建物係る関係部署との協議状況調書」に記載してください。 

(4) 盛岡市の木材等地元資源を可能な限り活用するよう計画してください。 

(5) 応募内容を確認するため，必要に応じて調査を行います。 

(6) 応募書類の作成に伴う費用は，全額応募者の負担とし，結果にかかわらず書類は返却しませ

ん。 

(7) 選定後に事業計画を変更する場合，選定を取り消す場合があります。 

 (8) 応募書類の作成にあたっては，第１次から第３次募集におけるＱ＆Ａも参考にしてください。 


